
従業員関係者の契約に関する同意書 

 

当社（当店舗）では従業員の親近者・友人などの従業員関係者のサービス申込みに

際して、以下の内容に同意できない場合はサービス及びその申込みを禁止します。 

 

 

＊従業員の親近者・友人等は「従業員関係者」と規定し、サービスお申込みを

受ける場合、基本的に一回毎の現金払でのお申し込み施術とする。 

 

＊「従業員関係者」がコースの申込みをされる場合、契約解除対象外となり中

途解約には応じられません。 

 

＊「従業員関係者」が分割払・クレジット決済の利用での申込みで、不払・未

回収解約等が発生した場合は、当該申込担当の従業員が残額を負担し清算する

ものとする。 

  

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

 

 

株式会社 トゥインクロル 

代表取締役 田部 幸喜 殿 

 

上記内容を理解のうえ同意し、ご契約者（          ）様の 

貴社店舗すべての契約・申込をし、異議申し立ては致しません。 

 

令和   年   月   日 

 

 申込担当（           ）拇印 


